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１ 連携体制の充実                                      

本計画の推進にあたっては、障害福祉課と各施策の担当課を中心に、関係部局との連

携を一層強化し、全庁が一体となって執行する体制をつくります。 

また、関係行政機関や社会福祉法人、市内外の様々な関係施設等が、それぞれの役割

を担い、相互に協力し合えるよう、有機的な連携体制づくりを目指します。 

また、障害のある方が身近で役立つような情報が得られるよう、様々な支援や啓発活動

を実施するボランティアや障がい者団体との情報交換や協力を求めながら、計画推進を図

ります。 

 

２ 計画の進行管理                                      

本計画に掲げる各施策の推進にあたっては、単に施策を行うだけではなく、ＰＤＣＡサイ

クル(PLAN(計画)→DO(行動)→CHECK(点検)→ACTION(改善)に基づいた取り組

みの点検、課題の把握を行う進行管理が重要となります。障がい者の総合的な施策の進

行管理については、客観的な指標の達成度の確認（アンケート調査など）や各施策の担当

課の取り組み状況などを確認し、計画的な進行管理を行うものとします。 

市では、総合的な施策（障がい者計画）の進行管理については、「糸満市障害者施策推

進協議会」、「障害福祉計画及び障害児福祉計画（サービスの量の見込み等）」については、

「糸満市地域自立支援協議会」でその役割を担い、３年に１回を目安として計画の進行管

理（計画策定時は複数回）を行います。 

評価指標の確認方法（アンケート調査の具体的な手法）については、資料編で整理。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan（計画） 

＜実施主体＞ 

・行政 

・糸満市障害者施策推進協議会 

・糸満市地域自立支援協議会 

Check（点検） 

＜実施主体＞ 

・行政（担当課評価及びアンケート調査

9～10月） 

・糸満市障害者施策推進協議会（11月） 

・糸満市地域自立支援協議会（3月） 

Do（行動） 

＜実施主体＞ 

・行政 

・事業所 

・関係機関 

Action（改善） 

＜実施主体＞ 

・行政 

・事業所 

・関係機関 

第８章 計画の推進に向けて 
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〇糸満市障害者施策推進協議会 

糸満市障害者施策推進協議会は、学識経験者や市の障害者福祉の関係者により構

成する、市の障がい者に関する施策の総合的かつ計画的な推進についての審議検討や

障がい者計画の施策の総合的な進行管理を行う役割を担っています。 

◆開催時期：進捗管理は令和６年度から年１回で１１月頃開催、計画策定の年は複数回

開催 

 

〇糸満市地域自立支援協議会 

糸満市地域自立支援協議会は、糸満市の障害者福祉の関係者を中心に構成された

組織で、専門部会として子ども・療育部会(キッズミーティング)、仕事部会(ジョブミーテ

ィング)、居住／地域移行部会(リビングミーティング)を設け、協議が定期的に行われて

おり、障害のある人が地域で自立した生活を送ることができるよう、地域の関係者が集ま

り、個別の相談支援の事例を通じて明らかになった地域の課題を共有し、その課題を踏

まえて、地域のサービス基盤の整備を着実に進めていく役割を担っています。 

◆開催時期：全体会（８・３月頃：年２回程度）、各専門部会（年２-４回程度） 

 

 

 

 

 

 

  


